
 3.リサイクル技術の向上　どうぞ御社におかれましても本協会の活動趣旨をご理解いただ

き、ご入会を承りたく、お願い申し上げる次第でございます。

  　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　令和6年11月吉日

　　　　　　　　　　　　   一般社団法人泥土リサイクル協会

　

　国土交通省が令和2年1月24日に平成30年度に全国の建設工事か

ら排出された建設副産物について、再資源化及び排出量等の調査

結果（確定値）を公表いたしました。その結果において“建設汚泥

”は、前回調査から9.6ポイント増の94.6％の再資源化等率となりまし

た。

　協会設立時の平成17年度における再資源化等率は75％でしたの

で15年掛かりでやっと有効利用が促進されているといえる状況となり

ました。しかしながら、今回調査においても一部の地域（関東）に

おいて現場内利用は促進されているものの、全国的には現場内・

工事間利用は未だに低迷している状況にあります。

　他方、近年は台風やゲリラ豪雨等により全国各地で広範囲にわた

って被害が相次いでいます。過去5年間に激甚災害の指定を受けた

災害のうち約9割が水害によるものであり、このような災害は地球温

暖化に伴い年々増加傾向にあります。本協会は、D.Waste-Netの一員

として被害によって発生した災害廃棄物を再生利用するための調査

・研究に携わっております。

　このように本協会は、建設副産物のうち再資源化・縮減率等で立

ち後れていた建設汚泥のリサイクルに加え、浚渫土砂ならびに地震

や水害により発生した災害堆積土砂等の高含水泥土の有効利用の

促進、更には、産業廃棄物である石炭灰、製紙スラッジ焼却灰、

廃石膏ボード等の副産物を固化材として再生利用することを促進し

ている団体です。泥土処理に携わる排出事業者を中心に材料・機

械メーカー、産業廃棄物処理業者が、それぞれの立場から問題提

起を行い、土木工学や応用化学の専門家等の意見ならびに異業種

分野からの情報を多面的に取り込むことにより、技術の革新を促進

するとともに、「正しい法解釈」「適正な技術」「確かな品質」の

一体的実現を目指した啓発活動を実践しており、この活動によって

適正な処理が実施されることで環境負荷低減に貢献しています。

　建設副産物のリサイクル状況は、建設リサイクルに関係する業界

と一体となり、着実に実施してきた取り組みの成果が結実しており、

1990年代から2000年代のリサイクル発展・成長期から、維持・安定

期に入ってきたと考えられ、今後は、リサイクルの「質」の向上が

重要な視点となっています。しかし、一方では未だに産業廃棄物を

土砂に混ぜて不法処理する事例が散見されるほか、不法投棄も懸

念されており、これまでの活動実績を活かし、産業廃棄物処理業界

に対して支援・指導を行っていくことで、産廃処理業者の優良企業

育成に寄与し、不適正処理ならびに不法投棄の根絶による環境負荷

低減に貢献したいと考えております。

　本協会のこれまでの取り組みをより一層向上させるとともに泥土リ

サイクルを通じた新たなる環境ビジネスの創造を推進するためには

会員企業間の連携をより強化していくことが必要です。

  協会概要
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＜沿革＞
平成17年　泥土リサイクル協会設立

平成19年　「3Ｒ推進功労者等表彰　国土交通大臣賞」

平成20年　「モノづくり連携大賞　特別賞」

平成21年　一般社団法人化　

                      一般社団法人泥土リサイクル協会設立

平成22年　「愛知環境賞　優秀賞」

平成23年　「泥土を適正に処理するための指導者育成」

　　　　　環境省　人材等認定事業に認定

平成24年　「2012建設技術発表　優秀賞」

平成25年　（公社）地盤工学会　「災害廃棄物から再生された

　　　　　復興資材の有効活用ガイドライン」の取りまとめ

平成27年　環境省　災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）

　　　　　に任命

平成29年　環境研究総合推進費　

　　　　　「廃石膏ボードリサイクルの品質管理の在り方と社会実装」

　　　　　「再生石膏粉の有効利用ガイドライン（第一版）」の

　　　　　取りまとめ

平成30年　環境省　委託業務

　　　　　「災害廃棄物再生利用促進調査検討業務」

令和元年　環境省　委託業務

　　　　　「災害廃棄物の再生利用に係る技術資料等アーカイブ化

　　　　　調査検討業務」

　　
＜協会入会のベネフィット＞

 １.貴社技術の普及活動向上

　保有技術の売り込みは企業ブランドが弊害となります。協会の推奨

技術とすることでブランド力より技術力を協調することができるうえ、

協会員である他社にもPRすることができます。

 2.泥土リサイクルに関する最新情報の収集

　本協会は、泥土処理に携わる排出事業者、材料・機械メーカー、

産業廃棄物処理業者がそれぞれ立場から問題提起を行い、土木工

学や応用化学の専門家等の意見を多面的に取り込むことにより技術

の革新を行うとともに、会員相互のネットワークを構築し低迷する泥

土のリサイクル促進を図っており、具体的な問題点等のタイムリーな

情報収集ができます。

　当然のことながら競合工法に劣る技術は淘汰されるため、技術向

上は重要な課題となりますが、技術開発においても会員相互の技術

を活用することにより、貴社の技術開発費を軽減することができます。

 4.環境保全に関する資質の向上

　本協会ではオリジナルの教材を作成し、研修会を実施しています。

また、法令等の適切な解釈について逐次情報を公開しています。この

ような研修会や講習等に参画することで、貴社職員の環境保全に関す

る資質の向上を図ることができます。

85円切手を
お貼りください

　　　　　　　　　　定款抜粋
第１章　総則
（名称）
第１条　 当法人は、一般社団法人泥土リサイクル協会と称する。       
（目的）
第２条　当法人は、泥土再資源化技術（以下「本件技術」という）の向上及
　　　  び普及を通じて、泥土リサイクルの促進・循環型社会の構築に貢献
　　　 するとともに、本協会及び会員の健全な発展を図ることを目的とする     
　　　  。
（事業）
第３条　当法人は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。     
   ①本件技術に関する各情報(技術情報･市場情報･制度政策情報等一切を含
　む)の探索・収集・分析及び提供
　②本件技術に関する各工法の改善･改良及び施工支援(施工計画、品質管
　理等)
　③本件技術に関する各工法の技術資料(品質基準、施工要領、積算資料等
　)の整備、刊行
　④泥土発生工事案件データ及び本件技術に関する各工法の施工実績デー
　タの収集・整理
　⑤本件技術に関して、本会員が保有する工法技術等の他の本会員への技
　術移転支援(技術活用の斡旋･技術契約の仲介等)
　⑥本件技術に関する各工法の関係発注機関等(官公庁・団体等)への登録
　⑦本件技術に関する各工法の広報・売込み活動
　　ア．泥土リサイクル促進及び循環型社会構築等への提言
　　イ．改質土の利用法とその利用先(受入れ地等)の企画･提案
　　ウ．本件技術に関する各工法のＰＲ(ＨＰ開設、パンフレット配布、　　　
　　　　雑誌等への記事掲載、技術フェアへの参加、刊行物の発行等)
　⑧本件技術の向上及び普及のための、講演会・セミナー・研究会・現場
　見学会・懇談会・情報交換会等の実施
　⑨その他本協会の目的を達成するために必要な事業
　⑩前各号に付帯する一切の業務
（主たる事務所の所在地）
第４条　当法人は、主たる事務所を愛知県稲沢市に置く。　
（公告方法）
第５条　当法人の公告は、官報掲載する。

第2章　会員
（会員の種別）
第６条　当法人の会員(以下｢本会員｣という)の種別は、次の２種とし、正会員
　　      をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。
　①正会員－当法人の目的・事業に賛同して入会した個人又は団体
　②特別会員－この法人の功績のあった者又は学識経験者で社員総会にお
　いて推薦された者。
（入会）
第７条　当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
　２．当法人の会員となるためには、当法人所定の申し込み形式による申し
　　  込みをし、理事会の承認を得るものとする。
　３．本会員が団体の場合は、その所属員の中から、当法人に対する代表者
          ( 以下「会員代表者」という）１名を定めて届けなければならない。
（会費等）
第８条　正会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなけれ
　　　   ばならない。
　２．特別会員は、入会金の支払いを要しない。
（会員の資格喪失）
第９条　本会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
　①総社員の同意
　②死亡又は会員である団体の解散
　③除名
　２．本会員は、前項の資格を喪失したときに退会するものとする。

入会のご案内

〒４９２－８２0６
愛知県稲沢市稲島法成寺町東狭間7番地1
　　　　　　　　グランコート国府宮203

ＴＥＬ：０５８７－２３－２７１３
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一般社団法人 泥土リサイクル協会 入会申込書

（ふりがな）

会社名

（ご住所）

〒　　　－

 

Ｔ Ｅ Ｌ ：（　　　　）　　－

Ｆ Ａ Ｘ ：（　　　　）　　－

担当者：

役　職：

部　署：

E-mail   :

申込会員種別

希望会員種別に○印をお付け下さい。

１．正会員（法人）　　２．特別会員

郵送、またはＦＡＸ(0587-23-2734)でお申込み下さい。

＊不明な点がございましたら、下記までご連絡下さい。

　　　　担当者：野　口

　　　　Ｔ Ｅ  Ｌ：0587-23-2713

　　　　E-mail ：deido@deido-recycling.jp

定款抜粋の第６条を参照のこと

【入会金・年会費】

　　　入 会 金：正会員　　　  20万円

　　　年 会 費：正会員　   25,000円/月

　　　　（※但し、原則年払いの一括となります）

　　※年会費は、入会された時点での残月数により変わります。

    　


